
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
一
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
一
六

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

三
一
六

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件
三
件

三
一
七

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

三
一
八

福
島
県
警
察
本
部

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
三
件

三
二
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

三
二
四

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
そ
の
申
請
書
及
び
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定

す
る
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

丸
三
製
紙
株
式
会
社

代
表
取
締
役

野
﨑

修

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
青
葉
町
一
丁
目
十
二
番
地
の
一

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
青
葉
町
一
丁
目
十
二
番
地
の
一

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第

三
号
に
規
定
す
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
廃
油
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
八
号

に
規
定
す
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の

焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

１

汚
泥

２

廃
油

３

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

４

紙
く
ず

５

木
く
ず

五

申
請
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
五
日

六

縦
覧
場
所

１

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

２

南
相
馬
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目
二
十
七
番
地

（
産
業
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

御
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
御
山
字
仲
ノ
町
九
七
―
二

平
成
二
五
年
四

月
一
日

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
前
田
二
一
―
二

同

年
五

大
学
会
津
医
療
セ
ン
タ
ー
附
属

月
一
二
日

病
院

太
田
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
諏
訪
町
五

同

年
四

月
一
日
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メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
な
ご
み

相
馬
市
沖
ノ
内
一
丁
目
二
―
八

同

年
五

月
一
日

医
療
法
人
博
寿
会
村
上
医
院

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田
字
北
一
一
―
一

同

年
四

月
一
日

ク
ラ
フ
ト
薬
局
福
島
南
沢
又
店

福
島
市
南
沢
又
字
桜
内
三
三
―
三

同

年
四

月
一
日

あ
ど
薬
局

会
津
若
松
市
駅
前
町
八
―
二
二

同

年
五

月
六
日

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
会
津
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
七
四
―
二

同

年
五

月
一
日

エ
ー
ル
薬
局
十
文
字
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
四
〇
―
二

同

エ
ー
ル
薬
局
河
東
店

会
津
若
松
市
河
東
町
郡
山
字
村
西
一
五
―
三

同

泉
崎
南
東
北
訪
問
看
護
ス
テ
ー

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
山
ヶ
入
一
〇
一

同

年
三

シ
ョ
ン

月
二
二
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

財
団
法
人
大
原
綜
合
病
院

一
般
財
団
法
人
大
原
綜
合
病

福
島
市
大
町
六
―
一
一

院

財
団
法
人
大
原
綜
合
院
附

一
般
財
団
法
人
大
原
医
療
セ
ン

福
島
市
鎌
田
字
中
江
三
三

属
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー

タ
ー
附
属
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー

医
療
法
人
ほ
り
こ
し
心
身

医
療
法
人
ほ
り
こ
し
心
身
ク

福
島
市
上
野
寺
字
西
原
九
―
一

ク
リ
ニ
ッ
ク
上
野
寺
心
身

リ
ニ
ッ
ク
上
野
寺
内
科
ク
リ

ク
リ
ニ
ッ
ク

ニ
ッ
ク

財
団
法
人
会
田
病
院

公
益
財
団
法
人
会
田
病
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
一
六

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

秋
月
内
科
医
院

福
島
市
御
山
字
仲
ノ
町
九
七
―
二

平
成
二
五
年
三

月
三
一
日

太
田
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
諏
訪
町
五

同

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
な
ご
み

相
馬
市
沖
ノ
内
一
丁
目
二
―
八

同

年
四

月
三
〇
日

村
上
医
院

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田
字
北
一
一
―
一

同

年
三

月
三
一
日

西
間
木
歯
科
医
院

須
賀
川
市
上
北
町
二
一
三

同

年
二

月
二
八
日

あ
ど
薬
局

会
津
若
松
市
中
町
一
―
三
七

同

年
五

月
五
日

国
民
健
康
保
険
泉
崎
村
立
病
院

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
山
ヶ
入
一
〇
一

平
成
二
一
年
三

泉
崎
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

月
三
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

公

告

公
告
第
百
九
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
ア
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名
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増
子

修

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
折
口
原
四
百
十
七
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
（
者
）
高
齢
者
に
対
し
て
地
域
生
活
を
可
能
と
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も

に
、
他
の
非
営
利
団
体
の
支
援
と
連
携
を
通
し
て
よ
り
多
く
の
市
民
の
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
九
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日

二

名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ク
シ
マ
一
〇
〇
年
構
想
委
員
会

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
一
〇
〇
年
構
想
委
員
会

三

代
表
者
の
氏
名

奥
山

修
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
緑
町
九
番
十
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
内
及
び
近
隣
自
治
体
住
民
に
対
し
、
ま
た
広
く
は
全
世
界
に
対
し
て
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
、
経
済
界
、
行
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
・
資
源
を
生
か
し
連
携
し
て
、
除
染
活
動
を
は
じ
め

と
す
る
各
種
放
射
線
対
策
や
、
避
難
民
発
生
時
・
自
然
災
害
時
の
緊
急
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
う
。

ま
た
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
未
来
を
育
む
た
め
の
事
業
や
二
度
と
放
射
能
に
汚
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
恒
久
的
で
安
全
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
提
言
、
ま
た
雇
用
創
出
の
た
め
の
新
た
な
産
業
政
策

の
立
案
な
ど
の
調
査
・
研
究
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
十
二
世
紀
に
向
け
て
、
放
射
能
汚
染
の
不

安
の
な
い
未
来
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
九
十
七
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称

１

種
類

い
わ
き
都
市
計
画
臨
港
地
区

２

名
称

小
名
浜
港
臨
港
地
区

二

都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域

１

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
小
名
浜
字
辰
巳
町
の
一
部
の
区
域

２

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
小
名
浜
字
辰
巳
町
及
び
字
定
西
の
一
部
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
小
名
浜
区
画
整
理
事
務
所

２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

四

そ
の
他

い
わ
き
都
市
計
画
臨
港
地
区
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を

記
し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ

る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
百
九
十
八
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称

１

種
類

い
わ
き
都
市
計
画
道
路

２

名
称

三
・
五
・
一
四
二
号
船
引
場
原
木
田
線

三
・
五
・
一
四
四
号
船
引
場
舘
ノ
腰
線

二

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
小
名
浜
字
辰
巳
町
の
一
部
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

及
び
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
小
名
浜
区
画
整
理
事
務
所

２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で
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四

そ
の
他

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
百
九
十
九
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
復
興
整
備
計
画
に
い
わ
き
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
い
わ
き
都
市
計
画
に
定

め
る
べ
き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称

１

種
類

い
わ
き
都
市
計
画
緑
地

２

名
称

七
号
久
之
浜
防
災
緑
地

二

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
東
町
の
一
部
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
い
わ
き
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

及
び
い
わ
き
市
久
之
浜
・
大
久
支
所

２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で

四

そ
の
他

い
わ
き
都
市
計
画
緑
地
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
い
わ
き
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記

し
た
意
見
書
を
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
長
又
は
い
わ
き
市
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る

縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

公 告 第 ２ ０ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第
17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 ６ 月 28日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 入 札 に 付 す る 事 項
(1 ) 調 達 を す る 物 品 等 の 件 名 及 び 数 量 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 局 舎 本 体 （ ダ ス ト モ ニ タ
有 り ） ８ 式

(2 ) 調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等 仕 様 書 に よ る 。
(3 ) 納 入 期 限 平 成 25年 11月 22日 （ 金 ）
(4 ) 納 入 場 所 本 郷 公 民 館 ほ か 計 ８ 箇 所

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
(1 ) 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開
札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。

(2 ) こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 指
名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。

(3 ) こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。

(4 ) 当 該 物 品 に 係 る 迅 速 な 保 守 及 び 修 理 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。
３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認

入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申
請 書 に 、 ２ の (3 )に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 25年 ７ 月 24日
（ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
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の 確 認 を 受 け る こ と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 7 0 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課
電 話 024 - 5 2 1 - 7 5 6 3

４ 入 札 書 の 提 出 場 所 等
(1 ) 入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ
先 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。

(2 ) 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ７ 月 10日 （ 水 ） 午 後 １ 時 30分 福 島 県 出 納
局 入 札 用 度 課

(3 ) 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ８ 月 ９ 日 （ 金 ） 午 前 10時 30分 福 島 県 出
納 局 入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同 月
８ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）

５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
(1 ) 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

(2 ) 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

６ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
７ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

８ そ の 他
(1 ) 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
(2 ) 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 105
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

(3 ) 落 札 者 の 決 定 の 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札
を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

(4 ) 契 約 書 作 成 の 要 否 要
(5 ) そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

９ Summa r y
( 1 ) Na t u r e a nd quan t i t y o f t h e p r odu c t s t o b e pur c ha s e d： Mon i t o r i n g Po s t S t a t i o n ' s
M a i n U n i t（ i n c l u d i n g t h e P a r t i c u l a t e M o n i t o r） 8 s e t s

( 2 ) T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d )： 1 0 : 3 0 a . m . , 9 A u g u s t 2 0 1 3
( 3 ) T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l )： 5 : 0 0 p . m . , 8 A u g u s t 2 0 1 3
( 4 ) C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e： B i d A dm i n i s t r a t i o n D i v i s i o n , T r e a s u r y B u r e a u ,
Fukush ima Pre f e c t ur a l Governmen t , 2 -16 Sug i t s uma - cho , Fukush ima - sh i , Fukush ima
9 6 0 - 8 6 7 0 J a p a n TEL02 4 - 5 2 1 - 7 5 6 3

（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
警
察
本
部

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ６ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 運 転 免 許 証 追 記 シ ス テ ム 装 置 等

（ セ ン タ ー 分 ） の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及
び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 )第 274条 の
３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 ６ 月 28日
福 島 県 警 察 本 部 長 平 井 興 宣

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量 運 転 免 許 証 追 記 シ ス テ ム 装 置 等 （ セ ン タ ー 分 ） 一 式
（搬入、据付け、組立て、調整、システムインストール・設定・構築、機器保守、撤去
等 を 含 む 。 ）

⑵ 借 入 物 品 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 借 入 期 間 平 成 26年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 30年 12月 31日 ま で
⑷ 納 入 場 所 仕 様 書 に よ る 。

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い
者 で あ る こ と 。

⑵ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 仕 様 書 に 定 め る 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 類 似 す る 物 品 に つ い て 、 生 産 し 、
販 売 し 、 又 は 相 当 の 期 間 貸 与 し た 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

⑷ 当 該 物 品 を 借 入 期 間 中 確 実 に 貸 与 で き る 者 で あ る こ と 。
⑸ 当 該 物 品 に 係 る 保 守 、 修 理 、 部 品 供 給 等 を 借 入 期 間 中 円 滑 に 行 い 得 る 者 で あ る こ
と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
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入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑶ に
掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 25年 ７ 月 24日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 8 6 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課
電 話 024 - 5 2 2 - 2 1 5 1

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等
⑴ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 等 の 配 布 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先 ３ に 掲 げ る 場
所 に 同 じ 。 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 30枚 程 度 が 入 る 大 き さ で 、 200円 分 の 切 手 を 貼 付 し た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 請 求 す る こ と 。

⑵ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ８ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 １ 時 30分 福 島 県 庁
西 庁 舎 ３ 階 301会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）

⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 25年 ８
月 ６ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

６ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
７ そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 105
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

８ Summa r y
⑴ Na t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s f o r l e a s e : D r i v e r ' s L i c e n s e P o s t s c r i p t
S y s t e m D e v i c e e t c . ( f o r D r i v e r ' s L i c e n s e C e n t e r s ) 1 s e t ( i n c l u d i n g r e l a t e d
c o s t s o f i n s t a l l a t i o n , a d j u s t m e n t , a s s e m b l i n g , s y s t e m i n s t a l l a t i o n - s e t u p -
f o rm u l a t i o n , m a i n t e n a n c e , r em o v a l , a n d s o o n . )

⑵ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 : 3 0 p . m . , 7 A u g u s t 2 0 1 3
⑶ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 6 A u g u s t 2 0 1 3
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : A c c o u n t i n g D i v i s i o n , P o l i c e A d m i n i s t r a t i o n
D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l P o l i c e H e a d q u a r t e r s , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 8 6 J a p a n TEL02 4 - 5 2 2 - 2 1 5 1

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ６ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 運 転 免 許 台 帳 フ ァ イ リ ン グ 装 置

の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特
定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則（昭和 39年 福島県規則第 17号 。以下「財務規則」という。） 第 274条 の ３第１項の規定に
よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 ６ 月 28日
福 島 県 警 察 本 部 長 平 井 興 宣

１ 入 札 に 付 す る 事 項
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⑴ 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量 運 転 免 許 台 帳 フ ァ イ リ ン グ 装 置 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、
組 立 て 、 調 整 、 シ ス テ ム イ ン ス ト ー ル ・ 設 定 ・ 構 築 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）

⑵ 借 入 物 品 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 借 入 期 間 平 成 26年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 30年 12月 31日 ま で
⑷ 納 入 場 所 仕 様 書 に よ る 。

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い
者 で あ る こ と 。

⑵ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 仕 様 書 に 定 め る 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 類 似 す る 物 品 に つ い て 、 生 産 し 、
販 売 し 、 又 は 相 当 の 期 間 貸 与 し た 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

⑷ 当 該 物 品 を 借 入 期 間 中 確 実 に 貸 与 で き る 者 で あ る こ と 。
⑸ 当 該 物 品 に 係 る 保 守 、 修 理 、 部 品 供 給 等 を 借 入 期 間 中 円 滑 に 行 い 得 る 者 で あ る こ
と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑶ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 25年 ７ 月 24日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 8 6 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課
電 話 024 - 5 2 2 - 2 1 5 1

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等
⑴ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 等 の 配 布 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先 ３ に 掲 げ る 場
所 に 同 じ 。 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 30枚 程 度 が 入 る 大 き さ で 、 200円 分 の 切 手 を 貼 付 し た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 請 求 す る こ と 。

⑵ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ８ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 ２ 時 福 島 県 庁 西 庁
舎 ３ 階 301会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）

⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 25年 ８
月 ６ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

６ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
７ そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 105
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

８ Summa r y
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s f o r l e a s e : D r i v e r ' s L i c e n s e R e g i s t e r
F i l i n g D e v i c e 1 s e t ( i n c l u d i n g r e l a t e d c o s t s o f i n s t a l l a t i o n , a d j u s t m e n t ,
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a s s emb l i n g , s y s t em i n s t a l l a t i o n - s e t u p - f o rmu l a t i o n , m a i n t e n a n c e , r em o v a l , a n d s o o n .）
⑵ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 2 : 0 0 p . m . , 7 A u g u s t 2 0 1 3
⑶ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 6 A u g u s t 2 0 1 3
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : A c c o u n t i n g D i v i s i o n , P o l i c e A d m i n i s t r a t i o n
D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l P o l i c e H e a d q u a r t e r s , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 8 6 J a p a n TEL02 4 - 5 2 2 - 2 1 5 1

（ 会 計 課 ）

福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ６ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 運 転 免 許 証 作 成 事 務 用 シ ス テ ム

機 器 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財
務 規則 （昭 和 39年 福 島県 規 則第 17号 。 以下 「 財務 規則 」 とい う 。）第 274条 の ３ 第 １ 項の 規
定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 ６ 月 28日
福 島 県 警 察 本 部 長 平 井 興 宣

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量 運 転 免 許 証 作 成 事 務 用 シ ス テ ム 機 器 一 式 （ 搬 入 、 据
付 け 、 組 立 て 、 調 整 、 シ ス テ ム イ ン ス ト ー ル ・ 設 定 ・ 構 築 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含
む 。 ）

⑵ 借 入 物 品 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 借 入 期 間 平 成 26年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 30年 12月 31日 ま で
⑷ 納 入 場 所 仕 様 書 に よ る 。

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い
者 で あ る こ と 。

⑵ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 仕 様 書 に 定 め る 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 類 似 す る 物 品 に つ い て 、 生 産 し 、
販 売 し 、 又 は 相 当 の 期 間 貸 与 し た 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

⑷ 当 該 物 品 を 借 入 期 間 中 確 実 に 貸 与 で き る 者 で あ る こ と 。
⑸ 当 該 物 品 に 係 る 保 守 、 修 理 、 部 品 供 給 等 を 借 入 期 間 中 円 滑 に 行 い 得 る 者 で あ る こ
と 。

３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑶ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 25年 ７ 月 24日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 8 6 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課
電 話 024 - 5 2 2 - 2 1 5 1

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等
⑴ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 等 の 配 布 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先 ３ に 掲 げ る 場
所 に 同 じ 。 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 30枚 程 度 が 入 る 大 き さ で 、 200円 分 の 切 手 を 貼 付 し た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 請 求 す る こ と 。

⑵ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ８ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 ２ 時 30分 福 島 県 庁
西 庁 舎 ３ 階 301会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）

⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 25年 ８
月 ６ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
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い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。
６ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

７ そ の 他
⑴ 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 105
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

８ Summa r y
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e p r o d u c t s f o r l e a s e : D r i v e r ' s L i c e n s e I s s u a n c e
S y s t e m E q u i p m e n t 1 s e t ( i n c l u d i n g r e l a t e d c o s t s o f i n s t a l l a t i o n , a d j u s t m e n t ,
a s s e m b l i n g , s y s t e m i n s t a l l a t i o n - s e t u p - f o r m u l a t i o n , m a i n t e n a n c e , r e m o v a l , a n d
s o o n .）

⑵ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 2 : 3 0 p . m . , 7 A u g u s t 2 0 1 3
⑶ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 6 A u g u s t 2 0 1 3
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : A c c o u n t i n g D i v i s i o n , P o l i c e A d m i n i s t r a t i o n
D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l P o l i c e H e a d q u a r t e r s , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 8 6 J a p a n TEL02 4 - 5 2 2 - 2 1 5 1

（ 会 計 課 ）
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限
る
。
）
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の

放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

２

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
以
降
に
公
示
又
は
告
示
が
な
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
（
同
日
以
降
初
め
て
執
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ
レ
ビ
ユ
ー
福
島
、
株
式
会
社
福
島
中

央
テ
レ
ビ
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数
並
び
に
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福

島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
選

挙
が
同
項
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
第
五
項
の
と
お
り
と
す
る
。

３

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ

レ
ビ
ユ
ー
福
島
、
株
式
会
社
福
島
放
送
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数

並
び
に
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
選

挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ

レ
ビ
ユ
ー
福
島
、
株
式
会
社
福
島
中
央
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
福
島
放
送
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の

回
数
並
び
に
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項

の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す

る
。

５

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
福

島
中
央
テ
レ
ビ
、
株
式
会
社
福
島
放
送
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数

並
び
に
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
選

挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す
る
。

（
福
島
県
知
事
の
選
挙
の
政
見
放
送
）
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第
三
十
五
条

実
施
規
程
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
（
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
限
る
。
）

が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
以
降
に
告
示
が
な
さ
れ
る
福
島
県
知
事
の
選
挙
（
同
日
以
降
初
め

て
執
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
福
島
県
知
事
の
選
挙
に

お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ
レ
ビ
ユ
ー
福
島
、
株
式
会
社
福
島
中
央
テ
レ
ビ
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会

社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数
並
び
に
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず

つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る

場
合
は
、
第
五
項
の
と
お
り
と
す
る
。

３

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ
レ
ビ
ユ
ー
福

島
、
株
式
会
社
福
島
放
送
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数
並
び
に
株
式

会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
選
挙
の
次
に
執

行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
テ
レ
ビ
ユ
ー
福

島
、
株
式
会
社
福
島
中
央
テ
レ
ビ
及
び
株
式
会
社
福
島
放
送
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数
並
び
に

株
式
会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
福
島
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
選
挙
の
次

に
執
行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す
る
。

５

前
項
の
選
挙
の
次
に
執
行
さ
れ
る
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
福
島
中
央
テ
レ

ビ
、
株
式
会
社
福
島
放
送
及
び
福
島
テ
レ
ビ
株
式
会
社
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
回
数
並
び
に
株
式

会
社
ラ
ジ
オ
福
島
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
回
数
を
一
回
ず
つ
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
選
挙
の
次
に
執

行
さ
れ
る
選
挙
が
同
項
の
選
挙
の
再
選
挙
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
と
お
り
と
す
る
。

（
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
の
順
序
の
決
定
の
く
じ
）

第
三
十
六
条

県
委
員
会
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
に
お
け
る

各
候
補
者
届
出
政
党
の
政
見
放
送
の
順
序
を
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
福
島
県
知
事
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を

行
う
日
時
及
び
場
所
を
決
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

削
除

第
六
十
八
条
の
見
出
し
中
「
知
事
選
挙
」
を
「
福
島
県
知
事
の
選
挙
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
中
「
県
知
事
」
を
「
福
島
県
知
事
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
第
四
条
の
二
関
係
」
を
「
第
四
条
の
三
関
係
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。


